
平成２３年９月６日

午後１時１０分 受領

平成２３年 ９ 月 ６ 日

福島町議会議長 溝 部 幸 基 様

福島町議会議員 ４ 番 滝 川 明 子 ㊞

一 般 質 問 通 告 書

平成２３年度福島町議会定例会９月第２回会議において、次の件について質問し

たいので、会議条例第６３条第２項の規定により通告します。

質 問 事 項 質 問 の 要 旨 質問の相手

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
陽
光
園
の
増
床
を

「自宅での介護が限界を感じる程、介護度が進んで

施設介護が必要になっても待機者が多く、やむなくシ

ョートステイに入っている。ショートステイは３０日

まで保険適用されますが、それ以後は１日約１０，０

００円の利用料を負担しなければならない。とても、

ゆるくない。陽光園のベッドを増やして欲しい。」

大変切実な要求が寄せられました。終の住み家であ

ります特養に入所待ちをするのは人が亡くなるのを待

つと云うことで何とも切ないことであります。陽光園

の増床について検討なさいませんか。陽光園の待機者

数、そして、重度の被介護者対策についてのお考えを

伺いします。

町 長

注)１ 質問の要旨は、簡潔明瞭に記載すること。なお、記載外については、質問できません。

２ 質問の相手は、町長、行政委員会の長又は監査委員とする。



質 問 事 項 質 問 の 要 旨 質問の相手

吉
岡
・
美
山
地
区
に
幼
児
公
園
を

吉岡・美山地区の子育て世代、お母さん達から強い

要求が寄せられました。小学校のグラウンドや幼稚園

中庭にある遊具、遊び場は児童生徒や園児としての利

用施設でありまして、幼児の遊べる時間に自宅近くで

楽しめる遊び場とはなりません。町営住宅、教員住宅

もあるのに子供の遊び場が無いのはどうしてでしょ

う。幼児用コンビネーション遊具のある遊び場を造っ

てはいかがでしょうか。

町 長


